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地方公費保険番号マスタ表の作成手順 
 

■概 要  

 従 来 、 地 方 公 費 保 険 番 号 マ ス タ に つ い て は 、 サ ポ ー ト 事 業 所 （ ユ ー ザ ） 様 か ら 送 ら れ て  

き た 資 料 を 元 に 内 容 を 確 認 し マ ス タ 表 を 作 成 し 提 供 し て き ま し た 。   

 今 後 、 サ ポ ー ト 事 業 所 （ ユ ー ザ ） 様 で 保 険 番 号 マ ス タ 表 を 作 成 し て い た だ き た く  

下 記 の よ う に 手 順 変 更 を お こ な い ま す 。  

 こ の 変 更 の 目 的 は 、 OSCの 制 度 解 釈 に よ り 作 成 ・ 提 供 し た マ ス タ 表 が 、 当 該 地 域 で 想 定  

し て い た も の と 異 な る 場 合 が あ る と い う 問 題 を 解 消 し 、 サ ポ ー ト 事 業 所 殿 が マ ス タ を 作 成  

す る こ と で 制 度 へ の 理 解 を 深 め 、 よ り 良 い ユ ー ザ サ ポ ー ト を 実 現 し た い と い う も の で す 。  

 

■業 務の流れ  

 【 従  来 】  

 
 
 
 
 
              （ １ ） 資 料 提 供          （ ３ ） マ ス タ 表 提 供  

 
 
 
 
 
 
 
 
            （ ２ ） 資 料 を 基 に マ ス タ 表 作 成  

 

 
 【 変 更 後 】  

             （ １ ） 資 料 入 手 ・ マ ス タ 作 成  

 
 
 
 
 
 
 
  （ ２ ） 資 料 ・ マ ス タ 表 （ 案 ） 提 供         （ ４ ） マ ス タ 表 提 供  

 
 
 
 
 
 
 
 
             （ ３ ） 資 料 を 基 に マ ス タ 表 確 認  

サポート事業所  

ORCA Support Center 

サポ ート事業 所  

ORCA Support Center 



■ 地 方 公 費 保 険 番 号 マ ス タ 作 成 手 順  

 

１ ． 制 度 の 確 認  

 ○  運 用 に 必 要 な 情 報 の 収 集 （ 負 担 割 合 、 請 求 方 法 等 ） を 行 う 。  

 ○  通 常 の 場 合 、 該 当 公 費 の 制 度 内 容 が 定 義 さ れ て い る 資 料 が あ る の で 、 そ れ を 基 に  

  す る 。  

 ○  基 に な る 資 料 が 存 在 し な い 場 合 に は 、 自 治 体 や 審 査 支 払 機 関 （ 国 保 連 合 会 等 ） に  

 公 費 内 容 の 詳 細 を 確 認 し 、 可 能 で あ れ ば 所 属 部 署 ・ 担 当 者 名 等 の 連 絡 先 を 調 べ る 。  

 

２ ． 保 険 番 号 マ ス タ （ 案 ） 作 成  

 ○  「 保 険 番 号 」 「 法 別 番 号 」 「 制 度 名 」 「 短 縮 制 度 名 」 に つ い て は 付 与 し て い た だ  

  い て も 、 公 式 に 提 供 す る 際 に 変 更 さ せ て い た だ く 場 合 が あ り ま す 。 ご 注 意 く だ さ い 。  

 ○  次 ペ ー ジ の 設 定 内 容 を 参 考 に し て 、 保 険 番 号 マ ス タ （ 案 ） を 作 成 。  

  注 ． 法 別 番 号 は 、 該 当 公 費 の 負 担 者 番 号 ８ 桁 の う ち 、 頭 ２ 桁 を 指 す こ と が 多 い が 、  

   以 下 の 場 合 に は 自 治 体 や 審 査 支 払 機 関 に 確 認 す る こ と 。  

     ◆ 負 担 者 番 号 が ８ 桁 で な い  

     ◆ 数 字 で な い  

     ◆ 負 担 者 番 号 が 存 在 し な い 等  

 ○  保 険 番 号 は 法 別 番 号 、 既 存 の 公 費 を 参 考 の こ と 。  

  （ 例 ： 乳 幼 児 公 費 で 法 別 番 号 が ４ ２ で あ り 、 既 に １ つ 乳 幼 児 で １ ４ ２ が 存 在 す る  

場 合 、 ２ ４ ２ で 新 た に 作 成 す る 。 等 ）  

 ○  低 所 得 タ グ に つ い て  

  助 成 制 度 の 内 容 に よ っ て は 、 所 得 に よ り 「 一 般 」 と 「 低 所 得 」 で 助 成 内 容 が 異 な る  

  場 合 が あ り ま す 。 こ の 場 合 に は 低 所 得 用 の マ ス タ 表 も 作 成 し て く だ さ い 。  

 

３ ． 保 険 番 号 マ ス タ 作 成 の 資 料 と 、 作 成 し た マ ス タ 表 （ 案 ） を Ｏ Ｓ Ｃ へ 送 付  

 ○  作 成 し た 保 険 番 号 マ ス タ 表 （ 案 ）  

 ○  保 険 番 号 マ ス タ 作 成 の 基 に し た 資 料  

 ○  必 要 事 項 を 記 入 し た 「 資 料 の 送 付 」 フ ァ イ ル を KK（ kk@orca.med.or.jp） 宛 へ  

  送 る 。 郵 送 の 場 合 に は 以 下 の 住 所 に 郵 送 く だ さ い 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

宛  先 ： ORCA サ ポ ー ト セ ン タ  地 方 公 費 係  
住  所 ： 〒 11 3 -00 2 1 東 京 都 文 京 区 本 駒 込 六 丁 目 1 番 21 号  
                       コ ロ ナ 社 第 3 ビ ル 6 階  
F  A X  ： 0 3 -6 6 85 -3 65 0 
Ma i l ： k k@o r c a .me d.o r. j p  



＜保 険番号マ スタ項目 設定＞（地 方公費）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 １ ． 法 別 番 号     ・ ・ ・  法 別 番 号 （ ２ 桁 ）  

 ２ ． 制 度 名      ・ ・ ・  正 式 制 度 名 （ 全 角 ５ ０ 文 字 ま で ）  

 ３ ． 短 縮 制 度 名    ・ ・ ・  短 縮 制 度 名 （ 全 角 ５ 文 字 ま で ）  

 ４ ． 保 険 公 費 種 別 区 分 ・ ・ ・  “ ７  一 般 公 費 ” を 設 定  

 ５ ． 公 費 主 保 区 分   ・ ・ ・  “ ２  補 助 公 費 ” 又 は “ ３  主 補 公 費 ” を 設 定  

    ※ “ ２  補 助 公 費 ” 設 定 時  

     ＜ 主 保 険 ＋ 該 当 公 費 ＞ の 保 険 組 み 合 わ せ       →  作 成 さ れ な い  

     ＜ 主 保 険 ＋ 他 公 費 ＋ 該 当 公 費 ＞ の 保 険 組 み 合 わ せ   →  作 成 さ れ る  

 ６ ． 限 定 保 険 番 号   ・ ・ ・  公 費 主 保 区 分 を “ ２  補 助 公 費 ” で 設 定 し た 場 合 で  

               限 定 保 険 番 号 の み に 該 当 公 費 を 付 加 し た 保 険 組 み 合 わ  

               せ を 作 成 し た い 場 合 に 設 定  

 ７ ． 年 齢 開 始     ・ ・ ・  年 齢 開 始 条 件 を 設 定  

 ８ ． 年 齢 終 了     ・ ・ ・  年 齢 終 了 条 件 を 設 定  

 ９ ． 法 別 番 号 チ ェ ッ ク 区 分  ・ ・ ・  （ 法 別 番 号 ） チ ェ ッ ク 条 件 を 設 定  

１ ０ ． 検 証 番 号 チ ェ ッ ク 区 分  ・ ・ ・  （ 負 担 者 番 号 ） 検 証 番 号 の チ ェ ッ ク 条 件 を 設 定  

１ １ ． 受 給 者 検 証 番 号 チ ェ ッ ク 区 分 ・ ・ （ 受 給 者 番 号 ） 検 証 番 号 の チ ェ ッ ク 条 件 を 設 定  

 



１ ２ ． 点 数 単 価     ・ ・ ・ 点 数 単 価 を 設 定  

１ ３ ． レ セ プ ト 請 求   ・ ・ ・ 社 保 ・ 国 保 の レ セ プ ト 請 求 条 件 を 設 定  

１ ４ ． レ セ プ ト 負 担 金 額 ・ ・ ・ レ セ プ ト 一 部 負 担 金 記 載 条 件 （ １ ０ 円 単 位 又 は １ 円 単 位 ）  

              を 設 定  

１ ５ ． レ セ プ ト 記 載   ・ ・ ・ 患 者 負 担 額 が 月 上 限 額 に 満 た な い 場 合 の レ セ プ ト 記 載  

              条 件 を 設 定  

１ ６ ． （ 本 人 タ ブ ）  

  外 来 － 負 担 区 分  

    （ 外 来 ） 設 定 の 必 要 が な い 場 合     →  “ ０  使 用 し な い ”  

    （ 外 来 ） 医 療 費 の 患 者 負 担 が あ る 場 合  →  “ １  患 者 負 担 あ り ”  

    （ 外 来 ） 医 療 費 の 患 者 負 担 が な い 場 合  →  “ ２  患 者 負 担 な し ”  

   回 － 負 担 割 合   ・ ・ ・  負 担 割 合 （ ％ ） を 必 要 に 応 じ て 設 定  

   回 － 固 定 額    ・ ・ ・  設 定 無 効 。 設 定 が 必 要 な 場 合 は 、 回 － 上 限 額 で 設 定  

   回 － 上 限 額    ・ ・ ・  １ 受 診 の 患 者 負 担 上 限 額 を 必 要 に 応 じ て 設 定  

    ※ 日 － 上 限 額 又 は 月 － 上 限 額 の 設 定 が あ る 場 合 は 無 効  

   日 － 上 限 額    ・ ・ ・  １ 日 の 患 者 負 担 上 限 額 を 必 要 に 応 じ て 設 定  

   日 － 上 限 回 数   ・ ・ ・  １ 日 の 患 者 負 担 上 限 回 数 を 必 要 尾 に 応 じ て 設 定  

   月 － 院 内 － 上 限 額 ・ ・ ・  １ 月 の 患 者 負 担 上 限 額 を 必 要 に 応 じ て 設 定  

   月 － 院 外 － 上 限 額 ・ ・ ・  １ 月 の 患 者 負 担 上 限 額 を 必 要 に 応 じ て 設 定  

    ※ 月 の 上 限 額 の 設 定 が 必 要 な 場 合 は 、 院 内 ・ 院 外 共 に 設 定 が 必 要  

   月 － 上 限 回 数   ・ ・ ・  １ 月 の 患 者 負 担 上 限 回 数 を 必 要 に 応 じ て 設 定  

   薬 剤 負 担 区 分   ・ ・ ・  “ ０  使 用 し な い ” を 設 定  

                       （ 薬 剤 一 部 負 担 金 の 設 定 不 要 ）  

 

 

  入 院 － 負 担 区 分  

    （ 入 院 ） 設 定 の 必 要 が 無 い 場 合     →  “ ０  使 用 し な い ”  

    （ 入 院 ） 医 療 費 の 患 者 負 担 が あ る 場 合  →  “ １  患 者 負 担 あ り ”  

    （ 入 院 ） 医 療 費 の 患 者 負 担 が な い 場 合  →  “ ２  患 者 負 担 な し ”  

   回 － 負 担 割 合   ・ ・ ・  負 担 割 合 （ ％ ） を 必 要 に 応 じ て 設 定  

   回 － 固 定 額    ・ ・ ・  設 定 無 効  

   回 － 上 限 額    ・ ・ ・  設 定 無 効  

   日 － 上 限 額    ・ ・ ・  １ 日 の 患 者 負 担 上 限 額 を 必 要 に 応 じ て 設 定  

   日 － 上 限 回 数   ・ ・ ・  設 定 無 効  

   月 － 上 限 額    ・ ・ ・  １ 月 の 患 者 負 担 上 限 額 を 必 要 に 応 じ て 設 定  

   月 － 上 限 回 数   ・ ・ ・  １ 月 の 患 者 負 担 上 限 回 数 を 必 要 に 応 じ て 設 定  

   日 － 食 事 助 成 額  ・ ・ ・  １ 食 の 患 者 食 事 負 担 助 成 額 を 必 要 に 応 じ て 設 定  

   食 事 療 養 費    ・ ・ ・   

    設 定 の 必 要 が な い 場 合   →  “ ０  使 用 し な い ”  

     食 事 の 患 者 負 担 が あ る 場 合 （ 医 療 費 患 者 負 担 と は 別 で 負 担 あ り ）  

                →  “ １  患 者 負 担 あ り ”  

 
 



     食 事 の 患 者 負 担 が あ る 場 合 （ 医 療 費 月 上 限 額 に 食 事 患 者 負 担 が 含 ま れ る 場 合 ）  

                →  “ ２  患 者 負 担 あ り （ 上 限 あ り ） ”  

     食 事 の 患 者 負 担 が な い 場 合  

                →  “ ３  患 者 負 担 な し ”  

     食 事 の 患 者 負 担 が あ る 場 合 （ 消 費 税 あ り の 場 合 ） ※ 自 費 保 険 以 外 無 効  

              →  “ ４  患 者 負 担 あ り （ 消 費 税 あ り ） ”  

１ ７ ． （ 家 族 タ ブ ）   ・ ・ ・  未 使 用  

１ ８ ． （ 低 所 得 タ ブ ）  ・ ・ ・  必 要 に 応 じ て 本 人 タ ブ と 同 様 に 設 定  

１ ９ ． （ 低 年 金 タ ブ ）  ・ ・ ・  必 要 に 応 じ て 本 人 タ ブ と 同 様 に 設 定  

 


